
ＯＣＲスキャナの賃貸借に係る質問事項・質問内容について、以下のとおり回答します。
※「質問事項」「質問内容」の記述については、統一的なものに修正している場合があります。

契約書（案）第１２条に『第２条又は第
１６条から第１８条までの規定によ
りこの契約が終了した場合は、発注者
は、ＯＣＲスキャナを速やかに受注者
に返還しなければならない。』と記載ご
ざいますが、返還に係る費用は発注者様
ご負担という認識でよろしいでしょう
か。また、返還後に受注者側でデータ消
去等の作業は必要ないとの認識でよろし
いでしょうか。

質　　問 回　　答
返還に係る費用については受注者にお願
いします。契約書（案）第１２条につい
ては下記のとおり修正します。

（ＯＣＲスキャナの引き取り）
第１２条 第２条又は第１６条から第１８
条までの規定により、この契約が終了し
た場合は、受注者は速やかにＯＣＲス
キャナを引き取らなければならない。

また、機器に個人情報を蓄積するような
装置は無いと考えますので、お見込のと
おりデータ消去の必要はないと考えてお
ります。

質問回答書


